
病理診断科

福島県立福島女子高校卒業
平成 4 年 福島県立医科大学卒業
平成 8 年 福島県立医科大学大学院卒業
臨床専門分野
１）外科病理診断学
２）血液病理
３）細胞診断学
研究分野　
１）悪性リンパ腫の病理

部長（教授）　　　  

橋本　優子

宮城県立仙台第二高校卒業
平成 5 年 福島県立医科大学卒業
平成10年 福島県立医科大学大学院卒業
臨床専門分野
１）外科病理診断学
２）血液病理
研究分野　
１）悪性リンパ腫における糖鎖の研究

准教授  鈴木　　理

福島県立福島女子高校卒業
平成21年 北里大学卒業
臨床専門分野
１）外科病理診断学
研究分野　
１）卵巣癌の病理

助教  鈴木エリ奈

茨城県立水戸第一高等学校卒業
平成23年 福島県立医科大学卒業
臨床専門分野
１）外科病理診断学
研究分野　
１）悪性リンパ腫の病理

助手  岡　　佑香

福島県立福島高校卒業
平成17年 福島県立医科大学卒業
平成23年 福島県立医科大学大学院卒業
臨床専門分野
１）外科病理診断学
２）乳腺病理
研究分野　
１）リンパ節の病理
２）乳癌の発生機序

学内講師  喜古雄一郎

１）日本病理学会　評議員
２）日本リンパ網内系学会　評議員
３）日本血液学会
４）日本癌学会
５）日本臨床細胞学会
６）日本乳癌学会
７）日本婦人科病理学会
８）日本甲状腺病理学会
９）国際病理アカデミー日本支部
１０）日本小児病理研究会会員

1）病理部門は、生検・細胞診・剖検による病理学的診断に基づき、疾患の確定診断、病因･本態の究明、治
療効果の判定、診療の妥当性の検討等を行う医療の基幹的な専門科目であり、質の高い医療を提供するた
めには、欠くことのできない診療部門です。

2）指導医にくわえ、病理病態診断学講座の病理専門医、細胞診専門医がそれぞれ得意とする専門分野の指導
に当たります。

診療科（講座）紹介

学会活動

指導医（スタッフ）紹介指導医（スタッフ）紹介指導医（スタッフ）紹介指導医（スタッフ）紹介

病 理 診 断 業 務

生検

確定診断：

迅速診断迅速診断

迅速細胞診

食道断端:陰性
腹腔洗浄液：陽性(CY1)

臨床とマクロ
検討･合同切出
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後期研修プログラム

大学院・留学について

専門医受験資格のために必要とされる技能・手技目標

後期研修協力病院

指導医からのメッセージ指導医からのメッセージ

修得すべき手技や手術経験目標数など

1～2年次
（卒後3・4年）

3年次
（卒後5年）

　病理診断科は、生検・細胞診・剖検による病理
学的診断に基づき、病気の確定診断、病因・本態
の究明、治療効果の判定、診療の妥当性の検討等
を行なう医療の基幹的な専門科目であり、質の高
い医療を提供するためには欠くことのできない診
療部門です。
　病理診断科研修プログラムでは、一般病理診断
業務に必要な、各領域にわたる幅広い知識、様々
な技術の習得をふまえ、その結果としての病理専
門医および細胞診専門医資格の取得を目指しま
す。病理診断科スタッフを含め、病理病態診断学
講座の病理専門医 6 名、細胞診専門医 6 名で指導
に当たります（うち指導医 3 名）。
　1 年間の院内生検：約8,000件、術中迅速診
断：約800件、臨床との合同切り出し：随時（平
均 4 回・約 7 症例）／週、細胞診：約7,500件、
病理解剖：約40件と研修に十分な検体数です。
県内外の病理医との交流も盛んで、診断困難例や
希少な症例を互いにコンサルテーションし、病理
診断の向上に努めています。また、バーチャルス
ライドネットワークを用いたコンサルテーション
システムも県内に付設開始しています。

　病理病態診断学講座と連携し、大学院進学・国内外留学
を積極的に勧めています。病理診断科スタッフには米・独
への留学経験者が多数おります。
　現在、文科省基礎研究医活性化事業に採択された東大、
順大、福島医大学院生交流プログラム「つなぐ」が実施さ
れています。東大・順大と交流が行われています。

●死体解剖資格   
    （死体解剖保存法第 2 条第 1 項第 1 号による認定）
　医師免許取得後、申請時直近 5 年以内に、 2 年以上、20
体以上の解剖業務経験を有する者。　
●病理専門医
 1 ．日本国の医師免許。
 2 ．死体解剖保存法による死体解剖資格。
 3 ．出願時 3年以上継続して日本病理学会会員であること。
 4 ．卒後臨床研修を修了後、日本病理学会の認定する研修
施設において3年以上の人体病理学を実践し経験をもち、
その期間中に次の各項の研修を終了していること。ま
た、その期間中に病理診断に関わる研修を修了している
こと。
　ａ．病理解剖を行い、病理解剖学的診断を附したもの30
例以上の経験。

　ｂ．病理組織学的診断を附した生検 （外科切除標本を含
む）5,000例（50例の迅速診断を含む）以上を経験。

 5 ．人体病理学に関する原著論文または学会報告が 1編以上。
●細胞診専門医
 1 ．医師・歯科医師資格取得後 5 年以上の者。
 2 ．日本臨床細胞学会会員歴 3 年以上の者。
 3 ．細胞診断学ならびに細胞病理学に関する論文3編以上
をもち、そのうち1編は筆頭者であること。発表論文の
中で少なくとも1編は論文査読制のとられているものを
対象とする。
 4 ．日本臨床細胞学会活動の顕著な実績、および教育委員
会の主催するセミナー参加は細胞診専門医委員会の審議
を経て論文 1 編に該当するものとみなされる。 
　＊但し、 日本病理学会認定病理医が細胞診専門医試験を
受験する際には、（1）論文 3 編の提出は不要、（2）
会員歴は 2 年以上

基本的な知識の習得
　病理診断業務の実践(剖検、生検・外科切除検体の
病理診断、迅速診断、細胞診、特殊技能：特殊染色、
電子顕微鏡、免疫組織化学、分子病理）
　院内Clinico-Pathological Conference：CPCへ
参加
　学会への参加

死体解剖資格 取得

病理診断業務の実践
院内CPCの企画・運営
学会･研究会における症例報告、学術誌への論文発表

病理専門医・細胞診専門医  取得 
病理解剖30例、生検診断5,000例（うち50例の
迅速診断を含む）以上の経験
人体病理に関する学会報告･論文が3編以上
＊＊日本病理学会 病理専門医研修要綱を参照

【病理診断科】
関連病院名 所在地 指導医名

山口　佳子

北條　　洋

野沢　佳弘

小田島　肇

田﨑　和洋

内海　康文

五十嵐誠治

病理診断科長

教授

病理センター長

病理部長

病理課長

主任部長

病理診断科部長

竹田綜合病院

福島県立医科大学会津医療センター

白河厚生総合病院

太田西ノ内病院

福島赤十字病院

大原綜合病院

坪井病院

会津若松市

会津若松市

白 河 市

郡 山 市

福 島 市

福 島 市

郡 山 市

職　名

1

2

3

4

5

6

7
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